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自動車排出ガス総合対策小委員会報告骨子案 

 

 

Ⅰ．大気汚染状況及び対策実施状況の評価 

１ 大気汚染の状況 

○ ＮＯ２及びＳＰＭの環境基準達成についてどのように考えるか。 

・２２年度の濃度予測、環境基準達成の見込みについては、発生源条件を設定して

汚染物質の移流・拡散状態を推計することが必要。 

・また、地域全体としては環境基準をおおむね確保できる場合であっても、自動車

NOｘ・ＰＭ法の趣旨からすれば窒素酸化物等の濃度が局地的に高濃度になってい

る場所については特別の対応が必要であり、これに関しては、汚染・拡散のメカ

ニズムを踏まえ、個別の実情に応じた効果的な対策が必要。 

 

２ 自動車排出ガス対策の実施状況と評価 

(1) 目標の達成状況（削減の実施状況） 

○ ８都府県策定の総量削減計画の削減目標達成状況（削減の実施状況）及び見通しは

どうか。 

・17 年度における中間目標と推計排出量を比較すると、NOｘの推計排出量は、埼

玉県、三重県で、また、ＰＭの推計排出量は、神奈川県及び愛知県以外の６都府

県それぞれで中間目標を上回る。普通貨物の排出係数が当初の見込みを上回った

こと等が要因。 

・走行量の伸び見込み、排出ガス規制の効果や低公害車の普及の見積など一定の前

提条件を基に推計されたものであるが、22 年度における推計排出量についてみる

と、三重県を除いて削減目標の範囲内に収まっている。22 年度における排出量

を確実に計画値の範囲内に収めるためには、今後とも着実な対策努力により自

動車単体からの排出量及び走行量の低減・抑制を進めることが必要。 

 

(2) 法律の施行状況 



 
2

○ 車種規制の実施状況をいかに評価するか。 

・規制対象となっている自動車の排出基準適合率は着実に上昇。 

・継続検査を受けられなくなる自動車の台数がピークを迎え、使用者にとって負担

が大きなものになっているとの指摘あり。 

 

○ 事業者における自動車排出ガス抑制対策の実施状況をいかに評価するか。 

・計画を作成し報告も実施した特定事業者の削減率が、対策地域内の排出総量の削

減率を上回る場合が多い。 

・一方で、改善すべき課題あり（①自動車運送事業者以外の特定事業者を把握する

ことが容易ではない、②実績報告提出率が低い地域がある、③計画や報告の内容

が複雑で事業者にとって負担が大きい等）。 

・特定事業者の保有台数は、対策地域の対象自動車の約３％の捕捉に留まっており、

特定事業者の計画提出の徹底を図るのに加え、対象自動車が 30台未満の事業者を

含めた取り組みが考えられる。 

 

(3) 総量削減計画に基づく施策の実施状況 

○ 各種施策の実施状況をいかに評価するか。 

・自動車単体対策の強化 

・17 年 10 月から新長期規制、21 年からはさらに厳しい世界最高水準の規制が実

施される見込み。燃料中の硫黄分については順次低減。 

・適合車への転換の促進 

・対策地域外からの自動車による排出量割合は、NOｘについては、地域により差

が見られるが増加傾向、PMについては増減の傾向は一概には言えないが、愛知

県及び三重県では、今後、大幅に増加すると推計。 

・少数のハイエミッター車により全体の排出量が大きく悪化することも懸念。引

き続き、使用過程車排出実態の把握等に努めることが必要。 

・低公害車の普及促進 

・16年度末現在で約 968万台が普及。 

・８都府県全体における低公害車の台数は増加。トラック・バスについても大き
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く増加。 

・配送車両に低公害車を積極的に導入する企業も見受けられる。 

・物流対策 

・グリーン物流パートナーシップ会議による物流効率化の取組、個々の民間企業

で ISO14001による環境マネジメントの推進、モーダルシフト、共同輸配送、物

流拠点の整備等が推進。 

・人流対策 

・いずれの輸送機関も輸送量が減少している中、８都府県における自動車からの

NOｘ排出量のうち約 13％を占める自家用乗用車のみが増加している状況。公共

交通機関の利用も漸減傾向。 

・関係行政機関、地方公共団体、関係業界、各種団体等が参加する協議組織によ

るＴＤＭ施策やＥＳＴモデル事業が推進。パークアンドライドやカーシェアリン

グなどの取組も実施。 

・交通流対策 

・ボトルネック解消のための道路整備、交差点及び踏切道の改良、ETC の普及、

信号機の高度化等を実施。大気汚染改善のためには、なお一層の交通流対策が必

要。 

・局地汚染対策 

・土壌や光触媒等を用いた大気浄化実験施設の設置が行われているが、費用に比

較して効果が限定的。一方で、交差点周辺にオープンスペースを確保して大気拡

散を促進させる取組みも行われている。 

・神奈川県や大阪市においては、道路管理者、警察、関係地方自治体などで協議

の場を設置して、効果的な施策の検討及び具体化に向けた調整が行われており、

このような取組みが広がっていくことが必要。 

・普及啓発活動 

・運送事業者に対しては、グリーン経営認証制度により、環境保全の取組みが促

進。 

・トラック事業者は環境基本行動計画を策定するなど、業界を挙げて環境保全の

取組みを進めている。 
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(4) 評価手法 

○ 施策効果の評価手法の整備状況はどうか。 

・物流対策、人流対策、交通流対策、エコドライブ等に関しては、一部の施策に

ついては評価マニュアルが作成されたものの、基本的には、手法の個別の取組み

についての対策効果の算定方法は確立していない状況。また、取組みの全体像も

把握できていない現状。 

・特定の局地汚染地域を対象として、排出量モデルや拡散モデルを組み合わせた

評価ツール（ソフトウェア）を構築しているが、未だ汎用性のあるシミュレーシ

ョンモデルは確立していない状況。 
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Ⅱ．今後の自動車排出ガス総合対策のあり方 

(1) 今後の目標 

○ 今後の重点的な課題をどのように考えるか。 

・運送事業者や荷主の自主的な取組を促す措置が重要。 

・流入車対策について検討を深めるべき。 

・広域的な大気環境が改善傾向にある中で、局地汚染対策が相対的に重要となっ

てくる。 

○ 総量削減に関する目標（達成水準、達成期間）をどうするか。 

・８都府県が総量削減計画を策定し、目標達成に向けて関係者と連携して取組を

行っているところであり、当面は、達成水準、達成期間について変更を加える必

要はないが、できる限り早期の達成及び更なる改善が望ましい。 

 

(2) 法制度の今後のあり方 

○ 対象物質、対策地域の範囲をどうするか。 

【対象物質】 

・自動車から排出される、ＮＯｘ・ＰＭに関しては、22 年度のおおむね環境基準

達成に向け、更に対策努力を継続する必要が認められることから引き続き対象と

することが適当。 

・微小粒子を対象物質としてとらえるべきかについては、今後も調査・研究が必

要。 

【対策地域の範囲】 

・16 年度において、ＮＯ２及びＳＰＭに係る自排局の環境基準非達成局のほとん

どが対策地域内であり、対策地域の隣接地域においては環境基準を超過する地域

はほとんど見られない。 

・現行の対策地域の設定は基本的に妥当なものと判断。 

 

○ 車種規制の対象（自動車、排出基準、猶予期間等）をどうするか。 

・特殊自動車の取り扱いについては、当面は実態把握を通じ、１５年から導入さ

れた大気汚染防止法及び道路運送車両法による規制や特定特殊自動車排出ガス
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の規制等に関する法律による規制の効果を見極めることが必要。 

・単体規制強化に伴う車種規制基準値の段階的強化については、その社会的影響

が大きいこと等にかんがみ、当面、大気汚染状況等を注視しつつ現行の基準値で

の対策効果を見極めるべき。 

・NOx・PM低減装置については、装着できる車種が限定されており、当該装置の

開発に積極的に取り組むことが必要。 

・環境改善に向けた対策努力継続の必要性、既に取り組みを行っている者との公

平性、国会附帯決議の趣旨より現行の猶予期間のもとで、排出基準適合車への転

換を進めることが基本。 

 

○ 事業者における自動車排出ガス抑制対策をどうするのか。 

・自動車使用管理計画は、事業者の自主的取組みをさらに促進するように制度の

運用を改善すべき。 

・例えば、事業者の取組を評価することを可能とする客観的な指標を導入するこ

とが適当。あわせて、事業者表彰や事業者指導など事後的に事業者の取組をフォ

ローアップすることが必要。また、策定義務があるにもかかわらず提出を行わな

い事業者に対しては罰則の適用も含めて厳正な姿勢が必要。 

・一方、電子届出導入など計画策定に係る事業者負担の軽減が重要。 

・また、計画策定の義務づけの対象とならない事業者についても、自主的な取組

みを促進するためには、グリーン経営認証制度のさらなる活用等を検討すべき。 

・さらに将来的には経済的インセンティブにつながる方策を検討すべき。 

 

 (3) 各種施策の今後のあり方 

○ 流入車も含めた適合車への転換をどのように進めるか。 

・排出基準適合車への転換促進のための支援措置を講ずることが適当。 

・車種規制が行われている結果として、対策地域内に使用の本拠地がある自動車

に占める適合車の交通量割合と、流入車に占める適合車の交通量割合に格差。対

策地域内における、対策地域外からの非適合車の交通量割合等も勘案し、流入車

対策を講ずる必要性が認められる場合には、例えば以下の案が考えられるが、引
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き続き検討を深めるべきである。なお、対策の実効性、合理性、通過交通の処理

等の問題点等にも留意して対応。 

 <Ａ案> 対策地域内の非適合車の走行禁止を法律により規定する。 

 <Ｂ案> 対策地域を指定する制度を改め、車種規制等を全国に適用する制度とす

る。 

 <Ｃ案> 対策地域の外側に「準対策地域」（仮称）を設定し、準対策地域に使用

の本拠を有する特定自動車については、原則として車種規制等を適用（対

策地域に流入しない車両はステッカー等を用いて特定する手法を確立した

上で適用除外）する。 

 <Ｄ案> 都府県等の条例による走行規制等の活用により対応することとし、今後

条例の内容や履行体制の面で整合化ないし連携を深める。 

<Ｅ案> 対策地域外において一定車両数以上の特定自動車を使用する事業者に排

出抑制のための措置に関する計画の提出を求め、当該事業者への指導を行

う（事業者別総量規制）。 

 <Ｆ案> 対策地域内において一定量以上の貨物量を発生させる荷主に排出抑制の

ための措置に関する計画の提出を求め、当該荷主への指導を通じて、流入

車による排出の抑制を行う。 

 

○ 低公害車の普及促進をどのように進めるか。 

・引き続き低公害車の普及が進むよう、自動車税のグリーン化や優遇税制、補助

制度等の各種施策について、積極的に取り組んでいくことが必要。 

・低公害車の普及を促す社会環境の整備も合わせて重要であり、一部の都府県に

おいて実施されている低排出ガス車優遇駐車場の設置などの取組みが広く行わ

れるような方策も検討すべき。 

 

○ 使用過程車に係る排出ガス水準の設定等の使用過程車に係る総合的な対策につい

てどのように考えるか。 

・今後、自動車単体規制が強化されるとますます使用過程における排出ガス浄化

機能の維持が重要となる。 
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・そのため、使用過程車の点検整備の一層推進、整備不良車への指導や取り締ま

りの強化に加え、排出ガス浄化機能が適正に維持されているか確認できるように

すべき。 

・現時点では、その手法としてはリモートセンシングデバイスの活用が期待され、

この開発を支援することが必要。 

 

○ 人流、物流という活動量に係る対策、自動車の利用のあり方についてどのように考

えるか。 

・アジア地域における大気環境の悪化が我が国の大気環境にも影響を与えかねな

いことから、EST（環境的に持続可能な交通）の取り組みを国際的に展開するこ

とが必要。 

・EST モデル事業等による公共交通機関の利用促進、モーダルシフト、共同輸配

送等とあわせて、自動車の使い方すなわち不要不急の自動車の利用を抑制するこ

とが重要。こうした観点から、カーシェアリング特区の全国拡大や自転車道・駐

輪場の整備等の支援方策を検討することが必要。 

 

○ 交通流の円滑化、交通量の抑制、道路構造や都市構造の改善等の対策をどうするか。 

・高速道路等の効果的な利用による一般道路の交通量の削減、信号制御の高度化

による改善、違法駐車の取り締まり等が期待される。 

・ロンドン、シンガポール等で導入がなされている賦課型ロードプライシングに

ついては、導入の狙い、課金の主体、スマートプレートや ITSの活用なども視野

に置いた実施体制のあり方、課金の法的根拠の検討もあわせて行うことが必要。 

・局地汚染対策として、将来濃度予測等の調査研究、交通流の円滑化、交通量の

抑制、道路構造対策、沿道対策、交差点対策等があるが、個別の場所の状況に応

じて、関係機関の間で、連携をとり対策効果を発現する枠組みを構築することが

適当。 

・街区や建築物の形状等が大気環境の質に影響を与えることを認識し、中長期的

に都市環境対策を進めることも重要。 

・局地汚染対策が必要な地区を目的地又は通過地とする交通量対策、局地の大気
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拡散を容易にする周辺土地利用への誘導等についても、地域の実情に応じ、対策

の内容として考慮すべき。 

・大気を直接浄化する装置については、広汎な実用化に向けた今後の技術開発見

通しを勘案し、装置の研究開発又は普及への支援措置を検討することが必要。 

 

○ エコドライブの普及をどのように進めるか。 

・エコドライブは、自動車ＮＯｘ・ＰＭ対策のみならず、燃料削減を通じて自動

車の使用者にメリットを享受させるとともに地球温暖化にも資するものであり、

引き続き積極的な取組みが必要。 

・具体的には、例えば免許取得・更新時において、環境にやさしい運転方法や自

主点検方法に関するエコドライブ教育を実施するとともに、エコドライブ診断装

置等については公用車に率先導入することを通じて普及させることが必要。ま

た、関係業界と連携して、エコドライブの効果についての情報提供、エコドライ

ブを実施する事業者に対する保険料割引制度等を導入することも有効。 

・さらに、アイドリングストップを促進する環境整備として、駐車場規模に応じ

た運転手待合室の設置の促進等。 

 

○ 地球温暖化対策との関係をどのように考えるか。 

・地球温暖化対策の観点にも留意しつつ、自動車ＮＯｘ・ＰＭ対策を講じるべき。 

・事業者の取組促進を行うに当たっては、燃費改善の視点を踏まえて措置を講ず

るべき。 

・今般の省エネ法の改正や産業界の自主的な取組みであるグリーン物流等の効果

を十分に踏まえるべき。 

 

(4) 評価手法の今後のあり方 

○ 沿道等での対策効果の把握体制の整備をどのように進めるか。 

・PMの自動車排出原単位の改善効果について、気象要因を除いて事後的に検証で

きるようにするためには、大気汚染物質の組成分析により発生源由来を特定した

上で経年経過を把握することが可能となるような調査研究の実施が必要。さらに
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その成果を踏まえた継続的なモニタリング体制の整備が必要。 

・局地汚染対策を講じるに当たっては、汚染物質濃度や気象関係のデータベース

を基に当該地区の状況を再現し、対策効果の検証を行うことが重要。こうした取

組を各地方自治体が行うことができるようにするためには、シミュレーションモ

デルにおける技術面での改良が必要であり、国も支援すべき。 

 

○ 施策効果の評価手法をどうするか。 

・物流対策、人流対策、交通流対策、エコドライブ等に関しては、今後は個別事

例の蓄積を通じて算定方法の確立を行うとともに、取組みの広がりの状況を把握

して取組み全体の対策効果を算定できるように努めるべき。 

・また、SPM に係る環境基準の達成に向けては、自動車対策と工場、船舶等その

他発生源対策をあわせた総合的対策を実施する必要があることから、これらの対

策を総合的に評価することが必要。 

 


